
別添二 

 
建築物の用途等 建築物の類型 

第１類（標準的なもの） 第２類（複雑な設計等を必要とするもの） 

一 物流施設 車庫、倉庫、立体駐車場等 立体倉庫、物流ターミナル等 

二 生産施設 組立工場等 化学工場、薬品工場、食品工場、特殊設
備を付帯する工場等 

三 運動施設 体育館、武道館、スポーツジム等 屋内プール、スタジアム等 

四 業務施設 事務所等 銀行、本社ビル、庁舎等 

五 商業施設 店舗、料理店、スーパーマーケット等 百貨店、ショッピングセンター、ショー
ルーム等 

六 共同住宅 公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿
舎等 

分譲共同住宅等 

七 教育施設 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等 ― 

八 専門的教育・研究施設 大学、専門学校等 大学（実験施設等を有するもの）、専門
学校（実験施設等を有するもの）、研究
所等 

九 宿泊施設 ホテル、旅館等 ホテル（宴会場等を有するもの）、保養
所等 

十 医療施設 病院、診療所等 総合病院等 

十一 福祉・厚生施設 保育園、老人ホーム、老人保健施設、
リハビリセンター等 

多機能福祉施設等 

十二 文化・交流・公益施設 公民館、集会場、コミュニティセンタ
ー等 

映画館、劇場、美術館、博物館、図書館、
研修所、警察署、消防署等 

十三 戸建住宅（詳細設計及
び構造計算を必要とする
もの） 

戸建住宅 ― 

十四 戸建住宅（詳細設計を
必要とするもの） 

戸建住宅 ― 

十五 その他の戸建住宅 戸建住宅 ― 

（注） １ 社寺、教会堂、茶室等の特殊な建築物及び複数の類型の混在する建築物は、本表には含まれない。 

２ 第１類は、標準的な設計等の建築物が通常想定される用途を、第２類は、複雑な設計等が必要とされる

建築物が通常想定される用途を記載しているものであり、略算方法による算定にあたっては、設計等の内

容に応じて適切な区分を適用すること。 

     

 



別添三 

１ 別添一第１項に掲げる業務内容に係る標準業務人・時間数は、別添二に掲げる建築物の類型ごとに、別

表第１の１から別表第 15 までの表の(一)設計の欄に掲げるものとする。 

２ 別添一第２項に掲げる業務内容に係る標準業務人・時間数は、別添二に掲げる建築物の類型ごとに、別

表第１の１から別表第 15 までの表の(二)工事監理等の欄に掲げるものとする。 

３ 次に掲げる表において、総合の欄に掲げる標準業務人・時間数は、(一)設計の欄においては別添一第１項

第一号ロ及び第二号ロの各表の（１）総合の欄に掲げる成果図書に係る標準業務人・時間数と、(二)工事監理等

の欄においては別添一第１項第二号ロの各表の（１）総合の欄に掲げる成果図書に係る標準業務人・時間数と

する。 

４ 次に掲げる表において、構造の欄に掲げる標準業務人・時間数は、(一)設計の欄においては別添一第１項

第一号ロ及び第二号ロの各表の（２）構造の欄に掲げる成果図書に係る標準業務人・時間数と、(二)工事監理等

の欄においては別添一第１項第二号ロの各表の（２）構造の欄に掲げる成果図書に係る標準業務人・時間数と

する。ただし、平面及び立面が不整形であるなど特殊な形状の建築物にあっては 1.3、軟弱な地盤であるな

ど特殊な敷地上の建築物にあっては 1.2、特殊な敷地上の特殊な形状の建築物にあっては 1.4 を標準とする

倍数を、それぞれ該当する業務人・時間数に乗じたものを標準業務人・時間数とする。 

５ 次に掲げる表において、設備の欄に掲げる標準業務人・時間数は、(一)設計の欄においては別添一第１項

第一号ロ及び第二号ロの各表の（３）設備の欄に掲げる成果図書に係る標準業務人・時間数と、(二)工事監理等

の欄においては別添一第１項第二号ロの各表の（３）設備の欄に掲げる成果図書に係る標準業務人・時間数と

する。ただし、中央管理方式の空気調和設備、スプリンクラー設備等の自動式の消火設備などの機能水準

が高い設備が設けられる建築物にあっては、1.4 を標準とする倍数を該当する業務人・時間数に乗じたもの

を標準業務人・時間数とする。 

６ 次に掲げる表において、標準業務人・時間数は、一級建築士として２年又は二級建築士として７年の建

築に関する業務経験を有する者が設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・時間数の標準を示した

ものである。 

７ 次に掲げる表において、床面積の算定は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲ま

れた部分の水平投影面積によるものとする。


